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第 11 回 古川西部地区総務部会 報告書 
 

開催月日 令和 4 年 7 月２８日（木） 午後７時００分～午後８時 00 分 

開催場所 志田地区公民館 ホール 

出席者 

●古川西部地区総務部会員 １３名 

志田小学校：黒田守道（教頭），高橋健一，石川喜洋 

西古川小学校：菊田淳（教頭），後藤幸子欠席，福原智子 

東大崎小学校：平栗秀勝（教頭），伊藤陽子，手代歩美 

高倉小学校：大野純生（教頭），柏倉美穂欠席，千坂奈々 

古川西中学校：齋藤邦子（教頭），菅原武士，小元聡士 

●事務局（教育総務課学校教育環境整備推進室） ５名 

教育部参事兼教育総務課長兼学校教育環境整備推進室長：小野寺晴紀 

課長補佐兼室長補佐:久本裕  係長：鈴木健  主幹：佐藤章 

主事：平山泰揮欠席   学校教育専門指導員：玉水透 

●古川西小中学校制服取扱業者 2 名 

宮城トンボ（株）：遠藤，中森 

概 要 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 確認事項 

（１）前回会議の決定事項について資料 1 

（２）指定運動着のハーフパンツの丈について資料 2 

（３）指定運動着の最終見本品について資料 3 

（４）制服（冬服）の最終見本品について資料 4 

⇒事務局より（１）から（４）について一括説明。質疑なし。 

【説明概要】 

・前回の部会の決定事項について，その後に開催された第 7 回の統

合準備委員会に報告し，承認いただいた旨説明。改めて決定内容

（校名表記，エンブレムデザイン，T シャツのロゴ及び取付方法等）を

確認した。 

・前回の部会において，「ハーフパンツの丈が短い」というご意見をい

ただいたことを受け，当初提案の規格（A タイプ）ともう一段階長い

規格（B タイプ）の見本品を各サイズ用意した旨説明。見本品を確認

のうえどちらのタイプにするか協議・決定をお願いした。 

・指定運動着について，デザインが全て決定したことから，最終見本品

を用意した旨説明。併せて販売価格は当初提示の販売予定価格から
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変更がなかったこと，販売代理店については，取扱業者である（株）ク

ラロンが交渉を行っている旨説明。 

・制服（冬服）について，デザインが全て決定したことから，最終見本品

を用意した旨説明。併せて販売価格は当初提示の販売予定価格から

変更がなかったこと，販売代理店については，取扱業者である宮城ト

ンボ（株）において交渉を行い決定した旨説明（２店舗）。 

   【協議結果】 

   ●ハーフパンツの丈については B タイプ（当初提案より長い方）に決定 

   【協議状況等】 〇：部会員 ⇒：事務局 

   ◆平栗部会長（東大崎小） 

    〇指定運動着とは違うデザインにはなるが，当初提案の Aタイプ（3段

階ある股下規格の２段階目）と一番長い規格の B タイプ（3 段階目）

の見本品を 120から LLまでご用意いただいた。現物をご確認いた

だいた後，協議を行い決定したいと思う。なお，本日，運動着の最終

見本品，制服（冬服）の最終見本品，制服（夏服）の提案見本品等を

ご用意いただいている。制服（夏服）については，後ほど協議を行う

ので一通りご確認をお願いする。今から１５分程度時間を設けるの

で各種見本品の確認をお願いする。 

（～見本品確認～） 

    〇それではハーフパンツの丈についてどうするか決めていきたいと思

う。学校区ごとにご意見をいただきたいと思う。 

   ◇菊田部会員（西古川小） 

    〇前回見本品を確認した際，少し短いかなと思ってお話させていただ

いたが，現物を見てみるとサイズが上がるにつれて長さの開きが大

きくなる。大きいサイズだと膝にかかるぐらいになるので，短い方が

よいと感じた。 

   ◇大野部会員（高倉小） 

    〇小学生は短めでよいと思ったが，中学生は長めがよいではと思っ

た。 

   ◇黒田部会員（志田小） 

    〇指定運動着の 150を見たときに，短いかなと思ったが，今回用意し

てもらった見本品を比べてみると短い方が動きやすいかなと思っ

た。 

   ◇齋藤部会員（西中） 

    〇中学校から３名出席しているが，総意として中学生は長い方がよい

という結論になった。 
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   ◆平栗部会長（東大崎小） 

    〇聴いていたところ，意見が割れていると感じた。挙手による投票で

決めたいと思うが皆さんよろしいか。 

（部会員了解） 

    〇それでは A タイプから順に聞いていくので挙手をお願いする。 

（以下投票結果） 

A タイプ（短い方） 6 

B タイプ（長い方） 7 

    〇投票結果からハーフパンツの丈については B タイプに決定する。 

 

４ 協議事項 

制服の詳細な仕様について 

  ⇒事務局より資料５により説明。 

【説明概要】 

・以下の２点について協議・決定が必要として説明。質疑なし。 

 ①リボンの着用タイプ（テープ式・ワンタッチ式）をどちらにするか 

 ②夏服（ボトム）を制服の取扱品目に加えるかどうか 

  ※前提条件：夏服は希望購入 

【協議結果】 

   ●リボンはテープ式に決定 

   ●夏服（ボトム）は取扱品目に加えることで決定 

【協議状況等】 〇：部会員  ⇒：事務局 

     ◆平栗部会長（東大崎小） 

      〇協議内容としては２点。1 点目はリボンのタイプをどうするか。２

点目は夏服（ボトム）を制服のラインナップに加えるかどうか。ま

ずはリボンのタイプから協議を行う。皆さんからご意見をお願い

する。 

（意見なし） 

〇ご意見がないようなので，挙手による投票で決めたいと思うが 

皆さんよろしいか。 

（部会員了解） 
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      〇それではテープ式から順に聴いていくので挙手をお願いする。 

（以下投票結果） 

テープ式 9 

ワンタッチ式 4 

〇投票結果からリボンの着用方式はテープ式に決定する。 

      〇次に夏服（ボトム）について協議を行う。ポイントは薄手のボトム

（スラックス，スカート，キュロットスカート）を制服のラインナップ

に加えるかどうかというところ。そして，必ず購入ではなく希望

する方が購入するということ。先ほどハーフパンツの部分で各教

頭先生からご意見をいただいたので，できれば保護者の視点か

らご意見をいただければと思う。 

     ◇千坂部会員（高倉小） 

      〇購入するかどうかは保護者の自由ということなので，選択肢は

あった方がよいと思った。 

     ◇福原部会員（西古川小） 

      〇選択肢としてあってよいと思った。 

     ◇伊藤部会員（東大崎小） 

      〇選択肢としてあってよいと思うが，前は暑い時が続いたとき，運

動着で通っていた。今はどうなのか。 

     ◇齋藤部会員（西中） 

      〇今も暑い時期というのはあるが，自転車で通う生徒など，年間を

通してジャージで通っている生徒は多い。 

     ◇伊藤部会員（東大崎小） 

      〇ということで，いるのかいらないのかと思うところはある。 

     ◇石川部会員（志田小） 

      〇あった方がよいと思う。 

     ◇菅原部会員（西中） 

      〇皆さんと同様，選択肢は多い方がよいと思うので，あった方がよ

いと思う。 

     ◆平栗部会長（東大崎小） 

      〇皆さん夏服があった方がよいという意見だったと思う。夏服を制

服のラインナップに加えるということで決定してよろしいか。 

（部会員了解） 
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      〇それでは満場一致で夏服をラインナップに加えるということで決

定する。 

５ その他 

 〇制服等の販売に係るスケジュールプランについて 

  【説明概要】 

   ・各メーカー，各教頭先生のご協力をいただいて大まかなスケジュール

を作成した。 

   ・市が支給する運動着については，7 月に契約を締結した。申込に係る

具体のスケジュールについては，現在，契約業者（取扱業者）のクラロン

が各校の教頭先生にご相談し，調整しているところ。イメージとしては

クラロンが学校経由で申込書を保護者に配付。保護者は所定の期間

内に学校に申込書を提出。申込期間中は学校に見本品を展示する。 

   ・通常購入の部分については，小学校が開催する「１日入学」及び中学校

が開催する「入学説明会」のご案内と併せて制服，運動着，通学カバン

の購入に係るご案内を送付。制服と運動着については所定の期間内

に販売代理店にて購入いただく。通学カバンに関しては，入学説明会

の際に，申込書を回収し，3月ごろ学校にまとめて納品。学校経由で現

物の配付を行う流れとなる。 

  【質疑等】 

   ・指定通学カバンに関して，9月に西中へ新 7年生予定者の確認という

記載があるが，小学校に確認した方がよいのではないか。（齋藤部会

員） 

   ⇒指定通学カバンの取扱業者は，現在，西中の通学カバンを取り扱って

いる学校用品協会（生協）となる。学校用品協会の担当者に確認したと

ころ，例年そのような流れになっているとの話だった。小学校に確認し

た方がよいということであれば，そのように学校用品協会に連絡する。 

   ・指定運動着の支給について，保護者への周知はどのように考えている

のか。（平栗部会長） 

   ⇒１０月頃の配付が見込まれる支給運動着の申込書について，運動着

支給の趣旨を記載した案内文書と一体となった様式とすることで考え

ており，それをもって周知とさせていただくことで考えている。 

 〇今後の部会開催について 

   ⇒本日の会議をもって，予定していた協議事項については全て協議を

終えた状況となった。まずはここまでの皆様のご協力に感謝する。次回

以降の部会については必要に応じて開催することとしてご承知願う。 

６ 閉会 

 

 


